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本県では、循環型社会の形成推進を図るため、本県の目指す将来像を、ゴミのない、資

源循環型の長崎県「ゴミゼロながさき」と定め、平成 28 年 3 月に第 4 次長崎県廃棄物処
理計画（以下「前計画」という。）を策定し、県内における廃棄物の減量化、再生利用及

び適正処理の推進に関する施策を実施してきました。

前計画の取組として、一般廃棄物に関しては、県民、事業者、ＮＰＯ、大学、行政など

の代表者から構成される「ながさき環境県民会議」において、「ゴミゼロながさき」を推

進するための「ゴミゼロながさき実践計画」を策定し、計 340の具体的な実践行動を設定
したゴミゼロ県民運動などを展開しています。

また、産業廃棄物については、産業廃棄物処理業者等への定期的な立入検査や不法投棄

パトロールを実施するとともに、不適正な処理を行った事業者への厳正な指導・処分を行

うことで、廃棄物の適正処理を推進してきたところです。

これらの取組により、廃棄物の適正処理の推進については一定の効果がありましたが、

廃棄物の再生利用率などは全国と比べて低い水準で推移しており、「ゴミゼロながさき」

の実現に向け、各主体がさらに取組を強化する必要があります。

一方で、循環型社会の形成推進においては、地球温暖化や異常気象、レアメタルなどに

代表される資源の枯渇や海洋プラスチックごみによる汚染の問題への対応も必要となっ

てきており、脱炭素社会や自然共生社会に配慮した取組を実施しなければなりません。

特に、リサイクルの分野では、運搬による環境負荷を低減するとともに、循環資源をよ

り有効に活用するために、地域のものは可能な限り地域で循環させる仕組み作りが必要と

なります。

こうした状況を踏まえ、前計画を見直し、令和 7年度を目標年度とする新たな第 5次廃
棄物処理計画を策定しました。本計画は、県内で発生する廃棄物の減量化、再生利用及び

適正処理を推進するために必要な目標や施策等を定めるとともに、県内における循環型社

会の形成を推進していくための基本的な方向を示すもので、県民、事業者、ＮＰＯ、大学、

行政など全ての主体が協働・連携していくための指針となるものです。

１ 計画策定の目的

「ゴミゼロながさき」とは、廃棄物の排出抑制、再使用、再生利用や熱回収を

推進することで、まだ使えるものや資源として活用できるものが、ゴミとして捨

てられることのない循環型社会の長崎県を表しています。
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（県） （市町）

（事業者）

本計画は、廃棄物の発生抑制、循環的利用促進、確実な適正処分により、天然資源の消

費を抑制し、環境への負荷をできる限り低減する社会の形成を推進するために、廃棄物の

処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）第 5条の 5第 1項の規定に
より知事が定めた廃棄物処理計画です。

計画の策定にあたっては、環境大臣が定める「廃棄物の減量その他その適正な処理に関

する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」（以下「国の基本方針」

という。）に沿い、リサイクル関連各法とも整合を取り、平成 28 年 3 月に策定した前廃
棄物処理計画の検証、見直し結果を反映させました。

また、「長崎県総合計画」や「長崎県環境基本計画」などの上位計画や廃棄物処理に関

連する各種計画とも整合を図っています。

併せて、市町が定める一般廃棄物処理計画や、多量排出事業者が定める産業廃棄物処理

計画を策定するにあたっての指針となるものです。

２ 計画の位置づけ

長崎県廃棄物処理計画

ゴミゼロながさき実践計画

長崎県環境基本計画

一
般
廃
棄
物
処
理
計
画

廃棄物関連計画
・長崎県海岸漂着物対策推進計画
・長崎県PCB廃棄物処理計画
・長崎県分別収集促進計画
・長崎県災害廃棄物処理計画
・長崎県食品ロス削減推進計画
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本計画の対象期間は、令和 3年度から令和 7年度までの 5か年間とし、令和 7年度を目

標年次とします。

廃棄物処理計画に関する事項

前
計
画
の
計
画
期
間

平成28年度 H29.2  ゴミゼロながさき実践計画の見直し

29年度 H29.6 改正廃棄物処理法の公布

30年度
H30.6 第四次循環型社会形成推進基本計画が閣議決定

長崎県ごみ処理広域化計画の目標年次

令和元年度 R1.5 食品ロスの削減の推進に関する法律の公布

令和2年度
前計画の目標年次

R3.3   長崎県環境基本計画の見直し

本
計
画
の
計
画
期
間

令和3年度 ゴミゼロながさき実践計画の見直し

4年度

5年度

6年度

7年度
本計画の目標年次

長崎県環境基本計画の目標年次

３ 計画の期間、目標年次


